
広
州
に
お
け
る
国
会

　
ー
一
九
二
〇
年
六
月
～
二
二
年
八
月
1

塩

出

浩

口禾

第
『
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

問
題
の
所
在

広
州
国
会
の
構
成
と
略
史

広
州
政
局
と
国
会
の
活
動

結
　
語第

一
章
　
問
題
の
所
在

広州における国会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

　
一
九
二
〇
年
一
一
月
か
ら
壬
二
年
一
月
ま
で
広
州
に
置
か
れ
た
第
二
次
広
州
政
権
は
、
県
（
広
東
省
内
九
四
県
）
・
市
（
広
州
市
）
・

省
（
広
東
省
）
の
各
レ
ベ
ル
に
お
い
て
代
議
制
の
導
入
を
目
指
し
た
改
革
を
お
こ
な
っ
た
。
一
方
で
こ
の
政
権
は
中
華
民
国
の
中
央

政
府
と
し
て
の
法
統
（
法
的
な
正
統
性
）
を
北
京
政
権
と
争
っ
て
い
た
た
め
、
広
州
に
は
、
一
七
年
六
月
二
二
日
に
黎
元
洪
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

て
解
散
さ
れ
た
国
会
の
一
部
の
議
員
が
集
ま
っ
て
い
た
。
彼
ら
の
多
く
は
第
二
次
広
州
政
権
発
足
前
か
ら
二
二
年
八
月
頃
ま
で
広
州
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に
残
っ
て
活
動
し
た
。
本
稿
で
は
、
広
州
に
お
け
る
国
会
の
構
成
と
活
動
を
検
証
し
、
こ
れ
と
省
議
会
・
省
署
及
び
広
東
地
域
社
会

と
の
関
係
を
探
っ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
孫
文
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
模
範
省
」
と
し
て
の
建
設
を
目
指
す
広
東
省
の
各
レ
ベ
ル
の
政
治
改
革
に
対
し
て
国
会
の
存
在
は
ど
の

よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
し
て
広
東
省
に
と
っ
て
「
中
華
民
国
の
中
央
政
府
」
と
称
す
る
政
権
を
省
都
広
州
に

置
く
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
、
こ
れ
ら
が
本
稿
で
追
求
す
る
問
題
で
あ
る
。

第
二
章
　
広
州
国
会
の
構
成
と
略
史

　
張
勲
圧
迫
下
の
黎
元
洪
に
よ
る
国
会
解
散
（
一
九
一
七
年
六
月
）
を
受
け
て
、
国
民
党
系
を
中
心
と
す
る
議
員
た
ち
が
広
州
に
集

ま
っ
た
。
そ
の
数
は
衆
参
両
院
全
議
員
八
六
二
人
の
内
最
大
で
約
五
〇
〇
名
で
あ
っ
た
。
一
七
年
八
月
に
は
広
州
に
滞
在
す
る
議
員

た
ち
に
よ
っ
て
国
会
非
常
会
議
が
開
か
れ
て
い
る
。

　
一
九
二
〇
年
三
月
か
ら
同
年
一
〇
月
前
後
ま
で
、
多
数
の
国
会
議
員
た
ち
は
広
州
を
離
れ
上
海
、
昆
明
、
重
慶
と
移
動
し
て
い
た

が
、
二
月
陳
燗
明
と
孫
文
が
広
州
に
復
帰
す
る
と
国
会
議
員
た
ち
も
広
州
に
戻
っ
て
き
た
。
広
州
に
お
け
る
国
会
議
員
た
ち
の
任

務
は
、
さ
し
あ
た
り
、
重
建
さ
れ
た
軍
政
府
に
法
統
を
与
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
二
一
年
一
月
、
広
州
に
お
い
て
国
会
非
常
会
議

（
約
二
二
〇
名
）
が
再
開
さ
れ
た
。
同
年
四
月
、
こ
の
非
常
会
議
は
孫
文
を
大
総
統
に
選
出
し
、
一
〇
月
に
孫
の
北
伐
案
を
通
過
さ

せ
る
こ
と
に
な
る
。

　
ま
ず
、
こ
の
非
常
会
議
の
構
成
と
経
緯
に
つ
い
て
簡
単
に
見
て
み
よ
う
。

　
本
稿
で
扱
う
時
期
以
前
の
一
九
一
七
年
八
月
か
ら
二
〇
年
二
月
ま
で
第
一
次
広
州
政
権
下
の
広
州
に
置
か
れ
て
い
た
国
会
非
常
会

議
に
は
、
一
七
年
八
月
当
初
に
は
全
国
会
議
員
の
ほ
ぼ
七
分
の
一
に
あ
た
る
約
一
二
〇
名
の
議
員
が
集
ま
っ
て
い
た
。
一
八
年
に
入
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っ
て
も
、
国
会
議
員
の
内
約
三
五
〇
名
は
広
州
の
会
議
に
参
加
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
八
年
九
月
、
広
州
国
会
は
こ
れ
ら
広
州

未
到
着
議
員
を
除
名
し
、
新
た
に
一
〇
〇
名
以
上
の
議
員
を
次
点
候
補
者
等
の
な
か
か
ら
補
充
選
出
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
広
州
に

お
け
る
国
会
は
定
足
数
を
満
た
し
、
形
式
上
「
非
常
会
議
」
か
ら
「
正
式
国
会
」
と
な
っ
た
。
翌
年
（
一
九
一
九
年
つ
ま
り
民
国
八

年
）
こ
の
補
充
選
出
議
員
を
含
む
国
会
は
広
州
に
憲
法
起
草
委
員
会
を
再
開
さ
せ
た
の
で
、
こ
の
国
会
は
「
民
八
国
会
」
と
呼
ば
れ

た
。　
民
八
国
会
は
広
州
を
中
心
に
活
動
し
た
が
、
時
期
に
よ
っ
て
は
中
国
南
部
の
諸
都
市
を
移
動
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
九

一
七
年
六
月
解
散
時
の
議
員
に
よ
る
国
会
は
「
民
六
国
会
」
と
呼
ば
れ
、
議
員
た
ち
は
広
州
の
ほ
か
北
京
や
天
津
で
活
動
し
た
。
の

ち
二
二
年
六
月
一
日
北
京
に
お
い
て
在
京
の
民
六
国
会
議
員
に
よ
り
職
権
行
使
の
回
復
が
宣
言
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
二
二
年
八
月
、

北
京
の
「
民
六
国
会
」
と
広
州
の
「
民
八
国
会
」
が
合
流
し
て
、
第
一
届
国
会
の
第
二
期
常
会
が
北
京
に
お
い
て
再
召
集
さ
れ
、
広

州
お
け
る
国
会
の
活
動
が
最
終
的
に
終
了
し
た
。

　
本
稿
で
扱
う
一
九
二
〇
年
六
月
か
ら
二
二
年
八
月
ま
で
広
州
で
活
動
し
た
国
会
議
員
は
上
述
の
「
民
八
国
会
」
の
メ
ン
バ
ー
た
ち

で
あ
る
。
在
広
州
国
会
議
員
の
数
は
時
期
に
よ
っ
て
増
減
が
あ
っ
た
。
参
議
院
議
長
は
林
森
（
福
建
選
出
、
国
民
党
）
、
衆
議
院
議
長

は
楮
輔
成
（
漸
江
選
出
、
国
民
党
）
で
あ
っ
た
。
元
来
の
衆
院
議
長
呉
景
藻
（
奉
天
選
出
、
統
一
共
和
党
か
ら
国
民
党
）
は
病
気
を
理
由

に
上
海
に
留
ま
り
広
州
に
は
来
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
章
　
広
州
政
局
と
国
会
の
活
動

陳
燗
明
と
孫
文
が
広
州
に
復
帰
し
第
二
次
広
州
政
権
が
開
か
れ
る
前
の
一
九
二
〇
年
二
月
は
じ
め
の
時
点
で
広
州
に
は
一
〇
五
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
国
会
議
員
が
滞
在
し
て
い
た
。
同
年
六
月
末
の
時
点
（
議
員
の
多
く
は
尚
香
港
、
上
海
、
昆
明
、
重
慶
の
諸
都
市
を
移
動
中
）
に
な
る
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（
6
）

と
、
広
州
に
は
参
議
院
議
員
は
約
一
〇
〇
名
、
衆
議
院
議
員
は
約
二
二
〇
名
が
戻
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
国
会
議
員
た

ち
の
中
に
は
歳
費
を
求
め
て
北
へ
南
へ
と
移
動
を
繰
り
返
し
て
い
る
者
も
多
か
っ
た
。
七
月
中
旬
、
北
京
に
滞
在
し
て
い
た
議
員
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

三
〇
名
が
北
京
で
の
歳
費
支
払
い
の
停
滞
を
理
由
に
、
香
港
及
び
広
州
に
や
っ
て
き
た
。

　
一
九
二
〇
年
夏
に
は
広
東
省
民
と
広
州
を
支
配
す
る
広
西
系
軍
人
（
実
質
的
指
導
者
は
陸
栄
廷
）
の
関
係
が
悪
化
し
て
い
た
。
広

州
の
「
中
華
民
国
軍
政
府
」
（
つ
ま
り
第
一
次
広
州
政
権
）
の
塩
運
署
か
ら
毎
月
一
〇
〇
〇
元
の
財
政
援
助
を
受
け
て
い
た
「
辱
籍
国

会
議
員
倶
楽
部
」
（
広
州
市
内
木
排
頭
に
事
務
所
を
置
い
て
い
た
）
は
七
月
初
旬
に
解
散
し
て
い
る
。
こ
の
倶
楽
部
に
は
四
〇
名
あ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

り
の
広
東
省
籍
国
会
議
員
が
参
加
し
て
い
た
。
広
西
軍
人
の
広
東
督
軍
莫
栄
新
は
「
護
法
」
の
立
場
か
ら
、
国
会
議
員
が
広
州
に
残

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

る
こ
と
を
希
望
し
て
い
た
。
彼
は
八
月
、
個
人
の
名
義
で
国
会
経
費
を
支
出
し
て
い
る
。

　
一
九
二
〇
年
九
月
九
日
に
は
広
州
の
東
園
倶
楽
部
に
お
い
て
胡
増
栄
ら
四
〇
数
名
の
議
員
に
よ
っ
て
国
会
両
院
同
人
協
議
会
が
開

か
れ
、
陳
孫
ら
の
広
州
復
帰
に
備
え
て
広
州
国
会
主
席
の
孫
光
庭
と
陳
鴻
鈎
（
江
西
選
出
、
衆
議
院
）
を
更
迭
す
る
と
い
う
提
案
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
〉

出
さ
れ
た
。
国
民
党
系
議
員
に
よ
る
広
西
系
軍
人
支
持
議
員
の
追
放
に
向
け
た
活
動
で
あ
ろ
う
。
広
州
市
民
に
よ
る
広
西
軍
（
桂

軍
）
排
除
の
動
き
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。
九
月
中
旬
、
広
州
の
豪
商
山
今
温
は
陳
燗
明
の
広
東
軍
（
辱
軍
）
に
六
〇
万
元
の
軍
費
を
送
っ

　
（
n
）

て
い
る
。
北
京
在
住
の
広
東
省
出
身
者
は
九
月
一
八
日
、
北
京
男
東
新
館
会
所
に
お
い
て
「
男
事
維
持
会
」
（
主
席
は
鄭
浩
君
）
を
開

催
し
、
「
広
西
系
の
督
軍
莫
栄
新
の
更
迭
」
「
客
軍
の
排
除
」
「
民
選
省
長
」
「
ア
ヘ
ン
と
賭
博
の
禁
止
」
「
陳
綱
明
に
広
東
全
省
の
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

安
維
持
を
附
託
す
る
こ
と
」
な
ど
を
求
め
た
が
、
国
会
に
つ
い
て
は
何
も
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
議
員
の
中
に
は
広
西
・
広
東
両
軍
の
衝
突
を
防
ぐ
よ
う
調
停
に
乗
り
出
す
者
も
あ
っ
た
。
衆
議
院
議
員
張
廷
輔
は
広
州
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

衆
参
両
院
の
主
席
に
両
軍
調
停
の
た
め
の
意
見
書
を
提
出
す
る
、
と
記
者
に
述
べ
て
い
た
。
広
東
省
議
会
の
議
員
た
ち
も
桂
男
両
軍

　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

の
調
停
に
動
い
て
い
た
。
一
方
で
、
国
会
議
員
の
一
部
は
広
州
近
郊
に
残
っ
て
い
た
広
東
系
の
軍
人
李
福
林
と
魏
邦
平
に
広
州
政
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

の
混
乱
を
打
開
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
。
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一
一
月
初
め
、
陳
燗
明
の
部
隊
が
広
州
に
入
城
し
た
。
広
西
系
軍
人
・
政
客
た
ち
は
そ
の
数
日
前
に
広
州
を
離
れ
て
い
た
。
陳
は

軍
政
府
の
再
建
を
宣
言
し
、
護
法
各
省
の
連
合
政
府
（
「
聯
省
政
府
」
と
呼
ば
れ
た
が
本
稿
で
は
以
下
「
連
省
政
府
」
と
記
す
）
樹
立
を

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

目
指
す
、
と
表
明
し
た
。
護
法
の
「
法
」
は
旧
約
法
で
あ
る
か
ら
、
当
然
旧
国
会
の
重
要
な
役
割
が
期
待
さ
れ
た
。
男
軍
総
司
令
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

し
て
陳
は
、
広
州
に
戻
っ
た
国
会
議
員
た
ち
に
「
平
民
政
治
の
実
行
」
な
ど
を
求
め
た
。
広
東
省
議
会
は
陳
を
広
東
省
長
に
推
挙

（
1
8
）

し
た
。
か
れ
は
一
一
月
一
一
日
に
省
長
に
就
任
し
た
。
同
日
、
広
東
省
議
会
・
総
商
会
・
九
善
堂
・
自
治
研
究
社
・
商
団
・
報
界
公

会
・
香
港
華
商
総
会
の
代
表
者
た
ち
は
、
「
今
ま
で
の
広
東
は
ひ
ど
か
っ
た
が
、
今
後
は
広
東
の
財
は
広
東
人
の
た
め
に
使
お
う
」

　
　
　
　
　
（
1
9
）

と
呼
び
か
け
た
。
広
州
世
論
の
再
建
軍
政
府
に
対
す
る
期
待
が
表
わ
れ
て
い
る
が
、
広
州
国
会
は
こ
の
よ
う
な
呼
び
か
け
に
参
加
し

て
い
な
い
。
国
会
活
動
へ
の
財
政
支
援
は
「
広
東
人
の
財
を
中
国
全
体
の
た
め
に
使
う
こ
と
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
こ
の
頃
、
陳
燗
明
は
上
海
の
孫
文
・
伍
廷
芳
・
唐
紹
儀
に
広
州
へ
戻
る
よ
う
、
電
報
で
要
請
し
て
い
る
。
謝
英
伯
ら
広
州
国
会
の

一
部
議
員
も
三
総
裁
に
上
海
か
ら
広
州
に
赴
く
よ
う
電
報
を
打
っ
た
。
孫
伍
唐
三
総
裁
が
胡
漢
民
・
戴
季
陶
・
宋
慶
齢
ら
と
と
も
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

香
港
経
由
で
広
州
に
到
着
し
た
の
は
二
月
二
八
日
で
あ
る
。

　
国
民
党
系
国
会
議
員
た
ち
は
、
広
東
省
議
会
と
は
異
な
り
、
陳
燗
明
で
は
な
く
胡
漢
民
を
省
長
に
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
。

か
れ
ら
は
広
東
省
議
会
の
解
散
ま
で
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
広
州
に
お
け
る
ふ
た
つ
の
民
意
代
表
機
関
で
あ
る
省
議
会
と
国
会

の
対
立
が
伺
わ
れ
る
。

　
陳
燗
明
は
同
郷
で
あ
る
恵
州
出
身
者
へ
の
演
説
の
な
か
で
「
県
長
民
選
を
実
施
し
、
広
東
省
を
模
範
省
に
し
よ
う
」
と
呼
び
か
け
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

県
政
改
革
と
省
政
改
革
を
重
視
し
た
が
、
こ
れ
に
関
し
て
旧
国
会
の
広
州
に
お
け
る
活
動
を
重
視
し
て
い
た
形
跡
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

国
会
で
の
議
論
を
待
た
ず
に
陳
は
、
中
国
の
中
央
政
府
の
形
態
は
ア
メ
リ
カ
を
モ
デ
ル
と
し
た
連
邦
制
度
に
す
る
べ
き
だ
と
言
っ
て

　
（
2
3
）

い
た
。
連
邦
制
の
中
国
に
旧
国
会
の
役
割
は
な
い
。

　
再
建
さ
れ
た
軍
政
府
（
第
二
次
広
州
政
権
）
は
、
孫
文
を
内
政
部
長
、
唐
紹
儀
を
財
政
部
長
、
唐
継
土
莞
を
交
通
部
長
、
陳
燗
明
を
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（
2
4
）

陸
軍
部
長
、
伍
廷
芳
を
外
交
部
長
に
任
命
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
人
事
案
件
も
国
会
を
通
さ
ず
に
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
の

な
か
で
、
在
広
州
国
会
議
員
た
ち
の
多
く
は
、
「
軍
政
府
」
を
「
護
法
政
府
」
に
改
組
し
、
国
会
が
臨
時
約
法
に
基
づ
い
て
臨
時
総

統
を
選
出
す
る
べ
き
だ
、
と
主
張
し
て
い
た
。

　
孫
文
は
一
二
月
中
旬
の
時
点
で
は
、
「
総
統
」
「
元
帥
」
「
総
裁
」
と
い
っ
た
名
義
を
用
い
る
こ
と
な
く
「
護
法
」
各
省
の
軍
と
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

議
会
の
同
意
で
連
省
政
府
を
組
織
で
き
る
、
と
考
え
て
い
た
。
第
二
次
広
州
政
権
の
指
導
者
た
ち
は
当
初
国
会
を
そ
れ
ほ
ど
重
視
し

て
い
な
か
っ
た
、
と
言
う
事
が
で
き
る
。

　
一
九
二
〇
年
一
二
月
中
旬
の
時
期
、
広
州
で
は
一
方
で
国
会
再
開
の
準
備
が
進
ん
で
い
た
。
一
五
日
、
広
州
に
在
る
衆
参
両
院
議

員
は
海
珠
公
寓
に
お
い
て
談
話
会
を
開
き
、
再
開
に
つ
い
て
の
諸
事
項
を
協
議
し
た
。
そ
の
結
果
、
大
沙
頭
の
両
院
秘
書
庁
は
通
謁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

処
を
設
置
し
、
離
散
し
て
い
た
議
員
・
職
員
た
ち
は
次
々
と
参
集
し
た
。
「
臨
時
特
別
審
計
委
員
」
を
任
命
し
、
国
会
の
収
入
と
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

出
を
管
理
さ
せ
る
、
と
い
う
案
も
検
討
さ
れ
た
。
国
会
経
費
の
主
要
部
分
は
軍
政
府
か
ら
支
給
さ
れ
た
。

　
全
国
に
散
ら
ば
っ
た
議
員
た
ち
を
広
州
に
呼
び
寄
せ
る
働
き
か
け
も
活
発
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
軍
政
府
は
一
二
月
、
上
海
の
環
龍

路
五
号
に
「
歓
迎
議
員
赴
男
招
待
処
」
を
設
置
し
、
議
員
一
人
あ
た
り
一
〇
〇
元
の
旅
費
を
支
給
し
た
。
こ
の
旅
費
支
給
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

二
一
月
二
一
日
、
ス
ワ
イ
ヤ
ー
（
太
古
）
の
輪
船
緩
陽
号
で
上
海
を
出
発
し
た
議
員
は
二
〇
余
名
に
達
し
た
。
翌
一
九
二
一
年
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

初
め
の
時
点
で
広
州
に
到
着
し
て
い
た
国
会
議
員
は
二
〇
〇
名
を
超
え
た
。
会
派
別
で
は
政
学
系
が
最
も
多
か
っ
た
。
参
院
議
長
林

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
31
）

森
は
一
月
二
日
に
広
州
に
到
着
し
、
こ
れ
と
前
後
し
て
衆
院
議
長
楮
輔
成
も
広
州
に
入
っ
た
。
一
月
の
前
半
に
は
連
日
数
一
〇
名
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

議
員
が
主
に
上
海
か
ら
広
州
に
着
い
た
。
か
れ
ら
の
選
出
省
は
西
南
部
を
中
心
に
二
〇
省
に
達
し
て
い
た
。

　
一
九
二
一
年
一
月
一
二
日
、
国
会
両
院
議
長
の
呼
び
か
け
に
よ
り
広
州
市
内
東
園
に
お
い
て
両
院
談
話
会
が
開
か
れ
、
非
常
会
議

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

の
段
取
り
が
決
め
ら
れ
た
。
こ
の
会
で
は
、
参
院
議
長
林
森
が
主
席
を
務
め
、
「
国
会
が
広
東
に
再
来
し
開
会
し
た
。
議
員
同
人
の

努
力
奮
闘
を
望
む
」
と
述
べ
た
。
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談
話
会
の
第
一
の
議
決
案
は
、
審
査
委
員
会
で
各
議
員
を
審
査
し
、
「
制
憲
を
破
壊
し
た
附
逆
議
員
」
は
非
常
会
議
に
出
席
さ
せ

な
い
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
広
州
に
お
け
る
国
会
の
構
成
に
つ
い
て
み
ず
か
ら
議
論
し
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
議
案
は
南
方
国
会
が
雲
南
省
昆
明
に
在
っ
た
と
き
す
で
に
提
出
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
議
案
の
審
議
の
と
き
、
議
場

は
大
い
に
混
乱
し
た
。
あ
る
議
員
の
発
言
を
、
別
の
議
員
が
「
附
逆
議
員
は
発
言
す
る
な
」
と
叫
ん
で
遮
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
孫
文

と
伍
廷
芳
が
退
出
し
た
後
広
西
系
の
支
配
下
に
あ
っ
た
広
州
に
残
っ
て
い
た
議
員
を
「
附
逆
議
員
」
に
含
め
る
か
ど
う
か
が
間
題
と

　
　
　
　
　
　
　
（
34
）

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
談
話
会
は
動
議
に
よ
り
即
日
、
両
院
連
合
会
に
移
行
し
、
表
決
に
よ
り
二
一
人
の
議
員
に
よ
っ
て
審
査
委
員
会
を
構
成
す
る
こ
と

が
決
め
ら
れ
た
。
連
合
会
で
規
定
さ
れ
た
「
附
逆
議
員
」
の
基
準
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

璋
・
謝
英
伯

農
・
郭
同
・
黄
杭
時
・
卸
魯

で
あ
る
。

わ
れ
た
補
充
選
出
の
議
員
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。

　
　
憲
法
会
議
を
破
壊
す
る
通
電
を
発
し
た
者

　
　
伍
廷
芳
政
務
総
裁
を
非
難
す
る
通
電
を
発
し
た
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
35
）

　
　
伍
政
務
総
裁
離
男
後
の
答
政
府
で
各
職
に
就
い
て
い
た
者

　
　
参
衆
両
院
議
長
秘
書
庁
の
各
職
を
僧
称
し
た
者

　
　
偽
総
裁
の
補
選
を
提
案
し
た
者

　
　
雲
南
往
き
の
旅
費
を
受
け
取
り
な
が
ら
広
東
省
に
戻
っ
て
い
た
者

　
審
査
委
員
会
の
委
員
は
林
森
が
指
名
し
た
。
か
れ
ら
は
、
凌
鍼
（
河
南
選
出
、
衆
議
院
）
・
申
丙
炎
・
萬
鴻
図
・
郡
天
乙
・
田
銘

　
　
　
　
　
（
広
東
選
出
、
衆
議
院
補
充
議
員
）
・
李
希
蓮
・
何
畏
・
王
斧
・
昌
天
民
・
何
鎮
玉
・
李
素
・
彰
令
石
・
麦
春
秀
・
孔
昭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
広
東
選
出
、
衆
議
院
）
・
謝
持
（
四
川
選
出
、
参
議
院
）
・
趙
世
銘
・
周
震
麟
（
湖
南
選
出
、
参
議
院
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
　
　
　
凌
鍼
が
委
員
長
と
な
っ
た
。
一
九
一
六
年
の
議
員
名
簿
に
載
っ
て
い
な
い
者
が
多
数
お
り
、
彼
ら
は
一
八
年
広
州
で
行
な

一二三四五六
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こ
の
よ
う
に
国
会
が
広
州
に
お
け
る
活
動
を
再
開
さ
せ
た
時
、
広
州
政
権
の
軍
事
と
省
政
の
指
導
者
で
連
省
自
治
論
者
で
あ
る
陳

燗
明
の
駐
北
京
代
表
は
、
陳
は
軍
政
府
の
再
開
に
は
も
と
よ
り
反
対
で
あ
り
国
会
の
広
州
集
会
も
喜
ん
で
い
な
い
、
と
北
京
政
権
の

　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

要
人
に
述
べ
て
い
た
。
同
じ
会
見
で
陳
の
代
表
は
、
孫
文
が
「
土
匪
」
の
軍
隊
を
広
東
に
引
き
入
れ
て
い
る
こ
と
を
非
難
し
た
。

　
一
九
二
一
年
一
月
の
時
点
で
、
広
州
の
政
治
的
対
立
の
構
図
を
描
く
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

陳
燗
明

　
広
東
軍
（
馬
育
航
・
陳
燗
光
）

　
金
章

　
省
議
会
（
鍾
声
）

　
無
政
府
主
義
者

　
共
産
主
義
者
（
陳
独
秀
）

　
広
州
の
公
法
団
体
（
商
団
・
九
善
堂
）

　
　
孫
文

　
　
　
客
軍
・
一
部
の
広
東
軍
（
許
崇
智
）

　
　
　
膠
仲
榿
・
胡
漢
民
・
戴
季
陶

　
　
　
広
州
国
会

工　　
　
（
林
森
・
謝
持
・
卸
魯
）
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一
九
二
一
年
二
月
、
広
州
で
は
孫
文
を
大
総
統
ま
た
は
非
常
大
総
統
に
選
出
す
る
問
題
が
政
治
指
導
者
た
ち
の
間
で
議
論
さ
れ
て

い
た
。
選
出
を
急
ご
う
と
す
る
勢
力
と
こ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
勢
力
が
国
会
の
内
外
に
あ
り
、
両
者
の
調
停
に
あ
た
っ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

の
は
胡
漢
民
で
あ
っ
た
。
国
民
党
系
議
員
は
孫
文
の
非
常
大
総
統
就
任
を
目
指
し
た
が
、
非
国
民
党
系
議
員
と
広
東
省
議
会
議
員
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

多
く
は
「
広
東
は
一
党
派
、
一
軍
閥
の
広
東
で
は
な
い
」
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
軍
政
府
政
務
会
議
で
も
、
陳
燗
明
と
孫
文

の
間
で
こ
の
点
に
関
し
て
議
論
が
あ
っ
た
。
孫
は
「
強
力
な
正
式
政
府
を
組
織
し
な
け
れ
ば
対
外
交
渉
も
で
き
な
い
」
と
考
え
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
陳
は
「
外
国
が
承
認
す
る
か
ど
う
か
は
、
広
東
省
統
治
と
あ
ま
り
関
係
な
い
」
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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孫
文
に
近
い
人
物
の
な
か
か
ら
も
総
統
選
出
に
対
す
る
慎
重
論
が
出
さ
れ
て
い
た
。
蒋
介
石
は
三
月
五
日
、
孫
文
に
総
統
選
出
を
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

ば
ら
く
延
期
す
る
よ
う
申
し
入
れ
る
手
紙
を
書
い
た
。
許
崇
智
も
同
様
の
考
え
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
時
期
、
北
方
で
も
国
会
を
巡
る
情
勢
が
動
い
て
い
た
。
北
京
政
権
は
民
国
六
年
に
解
散
さ
せ
た
旧
国
会
に
替
わ
る
新
国
会
の

選
挙
を
準
備
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
広
州
の
国
会
両
院
、
軍
政
府
総
裁
、
西
南
諸
省
の
省
長
・
各
軍
総
司
令
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

ち
は
一
致
し
て
反
対
し
た
。
西
南
六
省
に
は
、
北
京
・
広
州
の
両
政
権
に
組
せ
ず
独
自
に
湖
北
省
の
実
力
者
王
占
元
を
盟
主
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

自
治
連
盟
を
結
成
し
よ
う
と
い
う
動
き
も
あ
っ
た
。

　
一
九
二
一
年
三
月
中
旬
の
時
点
で
広
州
の
衆
参
両
院
に
広
州
到
着
を
連
絡
し
て
い
た
議
員
は
少
な
く
と
も
三
三
三
人
に
達
し
て
い

た
が
、
三
月
一
五
日
の
両
院
連
合
会
に
は
一
八
三
人
の
議
員
し
か
出
席
し
な
か
っ
た
。
休
暇
願
を
出
し
て
い
た
議
員
は
十
数
人
だ
け

で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
他
の
議
員
は
無
断
欠
席
か
、
旅
費
・
歳
費
な
ど
の
支
給
を
受
け
た
後
広
州
を
離
れ
て
し
ま
っ
た
議
員
で
あ

（
4
6
）

っ
た
。

　
こ
の
頃
の
国
会
の
主
要
議
題
に
は
総
統
選
出
問
題
の
他
に
、
「
関
余
」
引
き
渡
し
問
題
が
あ
っ
た
。
関
余
と
は
義
和
団
事
件
賠
償

金
の
担
保
と
し
て
欧
米
日
の
諸
国
に
管
理
さ
れ
て
い
た
税
関
収
入
の
う
ち
債
務
支
払
い
後
に
余
っ
た
金
額
の
こ
と
で
あ
る
。
広
州
側

は
南
方
の
諸
海
関
の
関
余
を
北
京
政
権
で
な
く
広
州
政
権
に
納
め
る
よ
う
要
求
し
て
い
た
。
国
会
議
員
の
祝
震
童
・
黄
杭
時
・
余
名

鐙
ら
は
「
中
華
民
国
国
会
」
と
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
議
会
に
関
余
引
き
渡
し
を
要
求
す
る
電
報
を
送
る
よ
う
提
案
し
た
。
こ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
算
）

従
い
、
王
試
功
（
直
隷
選
出
、
参
議
院
）
ら
五
名
の
議
員
が
起
草
委
員
に
選
ば
れ
た
。

　
実
際
、
広
州
政
権
の
財
政
は
破
綻
に
瀕
し
て
い
た
。
一
九
二
一
年
三
月
二
八
日
の
『
華
字
日
報
』
論
説
に
よ
る
と
、
「
吾
男
今
日

財
政
恐
慌
已
達
極
点
」
と
い
う
状
態
で
あ
り
、
広
東
省
議
会
議
員
の
二
月
分
の
歳
費
二
〇
〇
元
は
半
分
の
一
〇
〇
元
し
か
支
払
わ
れ

て
い
な
か
っ
た
。
広
州
国
会
の
経
費
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
国
会
経
費
は
毎
月
九
万
六
千
元
必
要
で
あ
っ
た
が
、
二
一
年
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
娼
）

月
は
、
半
月
分
の
四
万
八
千
元
し
か
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
。
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（
拍
）

　
孫
文
は
こ
の
頃
国
会
に
「
五
権
憲
法
」
の
制
定
と
総
統
選
出
を
求
め
て
い
た
。
陳
燗
明
は
、
「
わ
た
し
は
孫
文
個
人
に
反
対
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

い
る
の
で
は
な
く
、
彼
が
総
統
に
選
出
さ
れ
る
の
に
反
対
し
て
い
る
の
だ
」
と
述
べ
て
い
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
広
州
に
お
れ
る

国
会
の
存
在
と
そ
の
役
割
に
関
し
て
両
者
の
意
見
が
対
立
し
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
唐
紹
儀
と
彼
に
近
い
「
益
友
社
」
（
指
導

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

者
は
呉
景
藻
・
張
継
・
王
正
廷
ら
）
系
の
議
員
た
ち
三
〇
名
余
も
連
省
政
府
設
立
を
主
張
し
、
総
統
選
出
に
反
対
し
て
い
た
。

　
三
月
二
六
日
、
衆
参
両
院
連
合
会
が
開
か
れ
た
。
楮
輔
成
が
主
席
と
し
て
会
議
を
運
営
し
た
。
連
合
会
は
軍
政
府
外
交
部
次
長
伍

朝
枢
を
呼
ん
で
関
余
問
題
に
つ
い
て
審
議
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
大
統
領
及
び
議
会
宛
の
電
文
案
が
検
討
さ
れ
た
が
、
成
案
は
得

ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
病
気
な
ど
の
た
め
に
休
暇
願
が
出
さ
れ
て
い
る
議
員
に
つ
い
て
こ
れ
を
認
め
る
か
ど
う
か
話
し
合
わ
れ
た
。

休
暇
は
認
め
ら
れ
た
が
、
見
舞
金
の
支
出
は
否
決
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
両
院
の
財
政
状
況
は
尚
深
刻
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
参
議

院
は
三
人
の
速
記
者
を
雇
う
こ
と
が
で
き
た
が
、
衆
議
院
は
速
記
者
を
雇
用
で
き
ず
、
会
議
の
た
め
に
参
議
院
速
記
者
を
借
り
て
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

る
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
記
録
用
の
用
紙
に
ま
で
事
欠
く
始
末
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
点
で
両
院
が
雇
用
し
て
い
た

事
務
職
員
は
合
わ
せ
て
二
六
人
と
い
う
少
な
さ
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
広
東
省
議
会
の
方
は
、
「
県
自
治
暫
行
条
例
」
や
「
広
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

市
自
治
条
例
」
等
を
次
々
と
作
成
・
審
議
し
通
過
さ
せ
て
い
た
か
ら
、
軍
政
府
支
配
領
域
内
の
様
々
な
レ
ベ
ル
の
政
治
改
革
に
つ
い

て
国
会
の
力
量
が
不
足
し
ほ
と
ん
ど
役
割
を
果
た
し
て
い
な
か
っ
た
の
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
三
月
か
ら
九
月
に
か
け

て
は
二
回
の
広
州
市
参
事
選
挙
が
あ
り
、
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
は
県
長
（
県
知
事
）
選
挙
が
あ
り
、
広
東
省
民
の
関
心
も
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
（
54
）

ら
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
新
し
い
広
州
市
参
事
会
と
市
長
（
孫
科
）
の
も
と
で
交
通
・
衛
生
・
行
政
面
で
の
広
州
市
の
近
代
化
は
急

　
　
　
（
5
5
）

速
に
進
ん
だ
。
唯
一
国
会
が
注
目
さ
れ
た
の
は
、
「
中
華
民
国
政
府
組
織
大
綱
」
を
通
過
さ
せ
孫
文
を
非
常
大
総
統
に
選
出
し
た
こ

と
で
あ
る
。

　
広
州
に
お
け
る
非
常
大
総
統
選
出
の
国
会
非
常
会
議
は
四
月
七
日
に
開
か
れ
た
。
先
ず
周
震
麟
が
提
案
し
た
「
中
華
民
国
政
府
組

織
大
綱
」
が
議
決
さ
れ
、
続
い
て
田
桐
（
衆
議
院
、
湖
北
選
出
、
国
民
党
）
の
動
議
で
記
名
投
票
に
よ
り
非
常
大
総
統
選
挙
が
実
施
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（
5
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

さ
れ
た
。
出
席
議
員
二
二
二
名
の
う
ち
孫
文
に
投
票
し
た
の
は
二
一
八
名
で
あ
っ
た
。
陳
燗
明
へ
の
投
票
が
三
票
、
無
効
票
が
一
票

で
あ
っ
た
。
「
附
逆
議
員
」
を
予
め
排
除
し
て
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
結
果
は
当
然
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
会
議
は
も
と
も
と
両

院
連
合
会
と
し
て
招
集
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
急
遽
「
国
会
非
常
会
議
」
に
変
更
し
た
も
の
で
、
総
統
選
出
に
必
要
な
全
議
員
の
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

分
の
二
の
出
席
に
も
遠
く
及
ば
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
正
式
の
大
総
統
選
出
は
諦
め
ら
れ
て
、
非
常
大
総
統
選
出
と
な
っ
た
訳
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

あ
る
。
総
統
選
出
に
反
対
し
、
会
議
を
欠
席
し
た
議
員
の
一
部
は
広
州
を
離
れ
、
上
海
・
天
津
・
北
京
に
入
っ
た
。

　
広
州
政
権
を
軍
事
的
に
支
え
て
い
た
陳
燗
明
は
孫
文
が
大
総
統
に
選
出
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
公
然
と
反
対
は
し
な
か
っ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
60
）

部
下
の
軍
官
た
ち
に
は
不
満
を
述
べ
て
い
た
。
独
自
の
省
自
治
路
線
を
歩
ん
で
い
た
湖
南
省
の
省
議
会
も
広
州
国
会
の
非
常
大
総
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

選
出
に
懸
念
を
表
明
し
た
。
国
会
に
よ
る
正
式
政
府
樹
立
の
決
議
に
従
っ
て
、
軍
政
府
政
務
総
裁
の
内
、
伍
廷
芳
と
唐
紹
儀
は
直
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

に
辞
表
を
提
出
し
た
が
、
唐
継
尭
と
劉
顕
世
（
貴
州
軍
人
）
の
辞
表
提
出
は
遅
れ
た
。
陳
燗
明
は
結
局
四
月
一
四
日
ま
で
に
、
孫
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

の
非
常
大
総
統
当
選
を
祝
賀
す
る
電
報
を
送
っ
た
。
広
東
省
議
会
は
祝
賀
電
報
を
出
さ
な
か
っ
た
。
広
州
に
あ
っ
た
軍
官
の
多
く
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

連
名
で
孫
文
の
非
常
大
総
統
就
任
に
反
対
す
る
電
報
を
孫
に
発
し
た
。
四
月
下
旬
、
翌
月
五
日
に
孫
文
が
非
常
大
総
統
に
就
任
す
る

こ
と
が
決
め
ら
れ
、
広
州
の
外
交
団
に
通
知
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
よ
り
前
、
す
で
に
北
京
の
外
交
団
は
広
州
に
お
け
る
大
総
統
の

選
出
を
認
め
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
広
州
で
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
領
事
が
私
人
と
し
て
就
任
式
に
参
加
す
る
こ
と
を

　
　
　
（
6
6
）

表
明
し
た
。

　
四
月
末
か
ら
五
月
初
旬
に
は
広
東
広
西
両
省
境
界
の
連
県
・
欽
廉
・
高
雷
・
徳
慶
方
面
に
広
西
軍
が
迫
っ
て
き
て
、
軍
事
的
緊
張

が
高
ま
り
、
財
政
は
さ
ら
に
悪
化
し
て
い
た
。
陳
燗
明
は
七
路
に
分
け
て
広
東
軍
を
省
域
防
衛
に
向
か
わ
せ
た
が
、
武
器
・
弾
薬
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

食
糧
と
も
不
足
し
て
い
た
。
こ
の
戦
役
で
、
軍
事
費
六
〇
〇
万
元
が
費
や
さ
れ
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

　
国
会
は
五
月
初
め
、
同
月
五
日
朝
に
国
会
非
常
会
議
議
長
林
森
が
孫
文
に
対
し
て
「
授
印
典
礼
」
を
お
こ
な
う
と
決
定
し
た
。
孫

文
は
予
定
通
り
非
常
大
総
統
の
就
任
宣
誓
を
五
月
五
日
に
国
会
で
お
こ
な
い
、
引
き
続
い
て
雨
の
中
野
外
で
「
慶
祝
会
」
が
執
り
行
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（
7
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
71
）

わ
れ
た
。
総
督
府
は
宣
徳
路
に
置
か
れ
、
市
内
の
商
店
・
工
場
に
は
祝
賀
の
旗
が
立
て
ら
れ
た
、
と
い
う
。
大
総
統
就
任
後
の
孫
文

は
、
唐
紹
儀
を
国
務
総
理
と
す
る
正
式
政
府
の
樹
立
を
目
指
し
た
が
、
陳
燗
明
を
は
じ
め
と
す
る
軍
官
は
こ
れ
に
反
対
し
た
。
結
局
、

唐
紹
儀
を
財
務
総
長
、
伍
廷
芳
を
外
交
総
長
、
陳
燗
明
を
内
務
総
長
兼
陸
軍
総
長
な
ど
と
す
る
正
式
政
府
は
五
月
六
日
に
発
足
し
た
。

　
政
策
面
で
も
孫
文
と
陳
燗
明
の
対
立
は
顕
著
で
あ
っ
た
。
孫
文
は
軍
費
調
達
の
た
め
に
、
第
二
次
広
州
政
権
成
立
時
に
禁
止
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
72
）

た
賭
博
を
解
禁
し
よ
う
と
し
た
が
、
陳
は
こ
れ
に
強
硬
に
反
対
し
た
。
北
京
政
権
は
孫
文
の
非
常
大
総
統
就
任
に
対
し
て
、
「
討
伐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

孫
文
令
」
を
発
し
た
。
情
勢
が
緊
迫
す
る
中
、
孫
は
五
月
七
日
、
陳
を
広
東
省
長
兼
函
万
軍
総
司
令
に
再
任
し
て
い
る
。

　
広
州
国
会
の
事
務
当
局
で
あ
る
秘
書
庁
の
機
能
も
低
下
し
て
い
た
。
特
に
、
衆
議
院
秘
書
庁
で
は
庶
務
科
長
赫
文
蘇
ら
事
務
職
員

の
幹
部
が
既
に
広
州
を
離
れ
て
お
り
、
参
議
院
の
秘
書
庁
が
実
質
的
に
事
務
を
請
け
負
っ
て
い
た
。
一
九
二
一
年
五
月
前
半
ま
で
に

衆
議
院
議
長
楮
輔
成
も
広
州
を
離
れ
て
お
り
、
彼
は
参
議
院
議
長
林
森
に
書
簡
で
衆
議
院
事
務
の
「
兼
顧
」
を
求
め
た
。
広
州
に
滞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

在
す
る
国
会
議
員
の
間
か
ら
も
、
経
費
節
減
の
た
め
両
院
秘
書
庁
の
統
合
を
求
め
る
声
が
出
て
い
た
。
五
月
中
旬
に
は
、
総
統
選
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

と
い
う
一
定
の
役
割
を
果
た
し
終
え
、
ま
た
歳
費
支
給
額
が
低
下
し
た
た
め
、
多
く
の
国
会
議
員
が
広
州
を
離
れ
た
。
財
政
難
は
こ

の
後
も
問
題
で
あ
り
続
け
た
。
同
年
六
月
に
は
国
会
非
常
会
議
自
身
が
、
歳
費
を
五
割
削
減
し
毎
月
二
回
に
分
け
て
支
給
す
る
と
議

　
（
7
6
）

決
し
た
。

　
広
州
の
国
会
は
外
交
・
国
際
関
係
の
分
野
で
北
京
の
政
権
に
対
抗
し
て
主
導
権
を
握
ろ
う
と
し
て
い
た
。
一
九
一
二
年
夏
、
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
大
統
領
は
東
ア
ジ
ア
問
題
と
海
軍
軍
縮
問
題
を
協
議
す
る
た
め
の
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
（
中
国
で
は
「
太
平
洋
会
議
」
と
呼

ば
れ
た
の
で
本
稿
で
は
こ
れ
に
従
う
）
を
準
備
し
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
は
こ
の
会
議
に
、
英
・
仏
・
伊
・
日
・
中
の
各
国
を
招
待
し
よ

う
と
考
え
て
い
た
が
、
広
州
国
会
は
中
国
の
代
表
と
し
て
広
州
政
権
が
参
加
す
る
よ
う
政
府
に
働
き
か
け
、
関
係
各
国
国
会
に
書
簡

を
送
っ
た
。
こ
れ
を
中
心
に
な
っ
て
進
め
た
の
は
、
参
議
院
議
長
林
森
で
あ
っ
た
。
国
会
が
最
も
関
心
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
山
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

の
権
益
に
関
す
る
中
日
関
係
で
あ
っ
た
。
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広州における国会

　
七
月
二
七
日
、
国
会
は
高
振
管
の
提
案
に
よ
っ
て
太
平
洋
会
議
に
南
方
政
府
の
代
表
を
派
遣
す
る
よ
う
要
請
し
た
が
、
孫
文
は
こ

れ
に
対
し
て
二
九
日
「
外
交
部
に
準
備
さ
せ
て
い
る
」
と
返
答
し
た
。
同
じ
く
二
七
日
、
丁
審
が
臨
時
動
議
を
提
出
し
、
英
・
米
・

仏
・
日
各
国
に
代
表
を
派
遣
し
外
交
に
あ
た
ら
せ
る
と
い
う
決
議
案
が
通
過
し
た
。
孫
文
は
や
は
り
二
九
日
に
「
時
機
を
見
て
進
め

　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

る
」
と
回
答
し
て
い
る
。
広
州
の
太
平
洋
会
議
協
会
と
い
う
民
問
団
体
は
八
月
、
南
北
政
府
の
両
外
相
顔
恵
慶
と
伍
廷
芳
が
中
国
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

表
派
遣
に
つ
い
て
協
議
す
べ
き
で
あ
る
と
の
通
電
を
南
北
両
政
府
と
呉
侃
孚
お
よ
び
趙
恒
場
に
発
し
た
。

　
八
月
一
〇
日
、
田
維
綱
等
議
員
五
〇
余
名
の
提
議
に
よ
っ
て
、
国
会
非
常
会
議
は
政
府
に
北
伐
を
下
令
す
る
よ
う
求
め
る
議
案
を

　
　
　
（
8
0
）

通
過
さ
せ
た
。
北
伐
に
熱
心
だ
っ
た
の
は
、
孫
文
の
ほ
か
湖
南
軍
人
の
程
潜
、
江
西
軍
人
の
李
烈
鈎
、
広
東
軍
人
の
許
崇
智
ら
で
あ

り
、
彼
ら
は
元
来
の
地
盤
を
取
り
戻
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
国
会
内
で
は
湖
南
選
出
の
参
議
院
議
員
で
元
同
盟
会
員
の
周
震
麟
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
81
）

熱
心
で
、
彼
は
湖
南
省
長
の
地
位
を
狙
っ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
こ
の
後
、
国
会
議
員
で
広
州
を
離
れ
る
も
の
が
多
数
出
て
く
る

こ
と
に
な
る
。
八
月
下
旬
の
時
点
で
、
両
院
正
副
議
長
の
内
林
森
以
外
の
三
人
即
ち
呉
景
廉
・
王
正
廷
・
楮
輔
成
は
広
州
に
い
な
か

っ
た
。
こ
の
時
期
、
王
占
元
が
湖
北
か
ら
追
放
さ
れ
湖
南
・
湖
北
の
戦
乱
が
収
ま
る
と
、
中
国
の
世
論
は
南
北
政
府
の
正
統
性
や
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

治
能
力
よ
り
も
各
省
の
自
立
を
目
指
す
連
省
自
治
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
広
東
省
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
、
広
西
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

と
の
戦
闘
を
広
束
軍
が
有
利
に
す
す
め
る
な
か
で
、
省
議
会
に
よ
る
広
東
省
憲
法
の
制
定
作
業
が
進
行
し
て
い
た
。
逆
に
国
会
へ
の

期
待
は
広
州
で
は
低
下
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
国
会
の
分
裂
状
態
は
深
刻
化
し
て
い
た
。
六
月
一
一
日
に
黎
元
洪
が
復
位
し
た
後
の
北
京
で
は
、
広
州
国
会
が
独
自
に
補
充
し
た

議
員
を
含
む
「
民
八
国
会
」
を
否
定
す
る
議
員
が
集
ま
っ
て
、
「
民
六
国
会
」
の
正
統
性
を
主
張
し
て
い
た
。
彼
ら
は
八
月
二
二
日
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

連
省
自
治
運
動
の
盛
り
上
が
り
に
合
わ
せ
て
、
各
省
憲
法
の
制
定
と
連
省
政
府
の
組
織
に
賛
成
す
る
決
議
を
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

広
州
の
国
会
非
常
会
議
は
連
省
自
治
を
主
張
し
て
い
た
陳
燗
明
に
反
対
し
て
い
た
。
藷
輝
錦
（
参
議
院
、
江
西
選
出
）
等
木
排
頭
の

国
民
党
系
倶
楽
部
に
集
ま
る
議
員
は
、
漸
江
督
軍
盧
栄
祥
の
主
張
す
る
連
省
自
治
会
議
開
催
に
賛
成
す
る
通
電
を
八
月
下
旬
に
発
し
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（
8
5
）

た
陳
燗
明
に
質
問
状
を
送
り
彼
を
弾
劾
に
か
け
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
、
「
救
国
の
大
計
」
に
反
対
し
、
自
ら
の
歳
費
の
み
を
求
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

る
「
食
飯
主
義
」
に
傾
い
て
い
る
、
と
一
部
の
世
論
か
ら
批
判
さ
れ
た
。
一
方
で
、
国
民
党
を
支
持
す
る
ア
メ
リ
カ
華
僑
の
団
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

（
美
洲
華
僑
聯
合
会
）
は
連
省
自
治
に
反
対
し
国
会
の
動
き
を
支
持
し
た
。
「
食
飯
主
義
」
は
北
京
に
留
ま
っ
て
い
た
議
員
に
つ
い
て

も
言
え
る
事
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
国
会
が
開
会
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
北
京
政
権
国
務
院
に
対
し
て
登
院
手
当
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
8
）

○
元
を
要
求
し
て
い
た
。

　
九
月
九
日
、
議
員
約
二
〇
〇
人
の
出
席
を
得
て
国
会
非
常
会
議
が
開
か
れ
た
。
許
森
の
動
議
に
よ
り
、
北
京
政
権
が
発
行
し
た
国

債
を
否
認
す
る
決
議
案
が
可
決
さ
れ
た
。
ま
た
、
焦
易
堂
・
李
希
蓮
・
高
振
管
が
、
徐
世
昌
・
斬
雲
鵬
・
呉
偲
孚
の
罪
状
を
宣
布
す

る
決
議
案
を
提
出
し
、
こ
れ
も
可
決
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
太
平
洋
会
議
へ
の
対
応
を
協
議
す
る
た
め
の
、
全
院
外
交
委
員
会
が
組
織

　
（
8
9
）

さ
れ
た
。

　
九
月
一
六
日
と
二
一
日
に
は
マ
カ
オ
近
海
で
中
国
艦
船
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
水
上
警
察
の
間
で
小
規
模
の
武
力
衝
突
が
起
き
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
0
）

広
州
国
会
は
こ
の
件
に
つ
い
て
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
。
対
葡
交
渉
の
中
心
は
外
交
部
と
広
東
省
署
で
あ
っ
た
。
一
方
、

九
月
末
に
は
広
西
軍
と
の
戦
闘
も
終
結
し
、
一
〇
月
に
は
陳
燗
明
を
は
じ
め
と
す
る
広
東
軍
将
官
も
戦
線
を
離
れ
、
広
西
省
は
ほ
ぼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
91
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
92
）

広
州
政
権
の
支
配
下
に
入
っ
た
。
陳
燗
明
が
広
州
に
戻
っ
た
の
は
三
月
七
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
、
広
州
の
政
局
は
本
格
的
な
北

伐
を
進
め
よ
う
と
す
る
孫
文
と
こ
れ
に
反
対
す
る
陳
の
対
立
を
軸
に
展
開
し
て
い
く
。

　
多
く
の
国
会
議
員
の
関
心
は
北
方
に
移
っ
て
い
っ
た
。
一
九
一
二
年
二
一
月
下
旬
に
北
京
政
権
の
国
務
院
総
理
と
な
っ
た
梁
士
詔

が
北
京
に
お
け
る
旧
国
会
の
開
催
を
二
二
年
一
月
初
め
に
提
案
し
た
か
ら
で
あ
る
。
梁
は
第
一
届
国
会
の
第
三
回
会
議
を
正
式
に
召

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）

集
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
旧
国
会
に
憲
法
制
定
と
副
総
統
選
出
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
梁
の
言
う
旧
国
会
と
は
広
州

で
補
充
選
出
さ
れ
た
議
員
を
含
ま
な
い
「
民
六
国
会
」
で
あ
っ
た
た
め
、
補
充
選
出
議
員
は
こ
の
動
き
に
反
発
し
た
。
一
方
、
董
昆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
94
）

瀟
・
票
達
生
等
二
〇
数
名
の
議
員
は
広
州
の
非
常
会
議
を
閉
会
に
す
る
よ
う
林
森
議
長
に
申
し
入
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
の
背
景
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に
は
、
一
二
年
九
月
以
後
議
員
に
歳
費
が
払
わ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
。
議
員
た
ち
は
北
京
で
の
会
議
に
も
参
加
で

き
る
よ
う
に
「
自
由
行
動
」
を
要
求
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
春
節
前
の
支
払
い
を
求
め
て
広
州
市
内
の
議
員
招
待
所
に
座
り
込
む
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
6
）

員
が
数
十
人
い
た
と
い
う
。
林
森
は
二
二
年
一
月
前
後
何
度
も
国
会
経
費
に
つ
い
て
財
政
部
長
の
膠
仲
憧
と
交
渉
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
広
州
国
会
の
存
在
価
値
が
低
下
す
る
な
か
、
広
東
省
議
会
は
一
九
二
二
年
一
月
一
五
日
、
広
東
省
憲
法
草
案
を
通
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
7
）

さ
せ
、
広
東
省
署
に
送
付
し
て
い
る
。
広
東
を
含
む
南
部
諸
省
で
の
連
省
自
治
の
動
き
が
強
ま
り
、
国
会
の
立
法
機
能
は
各
省
議
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
8
）

に
奪
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
省
議
会
の
経
費
は
削
減
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
省
庫
か
ら
支
払
わ
れ
て
い
た
。

　
一
九
二
二
年
六
月
、
北
伐
を
巡
っ
て
対
立
し
て
い
た
孫
文
と
陳
燗
明
の
関
係
は
決
裂
し
、
孫
は
陳
の
部
下
に
よ
っ
て
広
州
か
ら
追

わ
れ
て
し
ま
う
。
国
会
議
員
の
一
部
は
孫
文
と
行
動
を
と
も
に
し
た
。
こ
れ
以
後
壬
二
年
一
月
ま
で
広
州
政
権
の
実
質
的
な
指
導
者

は
陳
燗
明
と
な
る
。
二
二
年
夏
、
呉
侃
孚
が
北
京
に
お
け
る
旧
国
会
の
開
会
を
求
め
る
と
、
陳
燗
明
は
七
月
一
日
、
条
件
付
で
こ
れ

に
賛
成
す
る
電
報
を
送
っ
た
。
そ
の
条
件
と
は
「
連
省
自
治
を
基
礎
と
し
中
央
集
権
を
排
し
た
憲
法
を
制
定
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。

広
州
に
在
っ
た
国
会
議
員
一
〇
〇
名
余
は
一
人
あ
た
り
二
〇
〇
元
の
旅
費
を
広
東
省
署
か
ら
支
給
さ
れ
て
次
々
と
香
港
や
上
海
を
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

由
し
て
北
上
し
て
い
っ
た
。
議
員
の
関
心
の
ひ
と
つ
は
や
は
り
、
ど
こ
で
誰
が
議
会
経
費
を
負
担
し
て
く
れ
る
か
で
あ
っ
た
。
独
自

の
軍
事
力
や
財
源
を
持
た
な
い
国
会
は
、
世
論
や
市
民
組
織
の
強
力
な
支
持
が
無
い
限
り
は
、
政
治
的
混
乱
期
の
中
国
に
お
い
て
特

定
の
軍
事
的
リ
ー
ダ
ー
に
寄
生
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
二
二
年
七
月
中
旬
、
北
京
に
お
い
て
国
務
総
理
を
代
行
し
て
い
た
顔
恵
慶
は
、
国
会
の
一
日
も
早
い
職
権
行
使
を
望
み
「
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

会
が
正
式
に
開
か
れ
れ
ば
、
総
辞
職
す
る
」
と
表
明
し
た
。
北
京
政
権
も
、
連
省
自
治
論
の
高
ま
り
の
な
か
、
国
会
を
利
用
し
て
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

央
政
権
の
権
威
維
持
に
努
め
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
北
京
の
一
部
世
論
も
こ
の
考
え
に
賛
同
し
て
い
た
。

　
一
九
二
二
年
八
月
、
広
州
の
国
会
と
北
京
の
国
会
は
北
京
に
お
い
て
合
流
し
た
。
こ
の
国
会
は
民
六
国
会
を
基
本
と
し
、
前
任
者

が
欠
け
て
い
る
場
合
の
み
民
八
国
会
の
補
充
議
員
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
次
広
州
政
権
の
末
期
か
ら
第
二
次
広
州
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政
権
の
時
期
、
約
二
年
に
渡
る
国
会
の
広
州
で
の
活
動
は
こ
れ
を
も
っ
て
終
結
し
た
。
し
か
し
、
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
二
一
年

八
月
に
北
伐
案
を
可
決
し
て
か
ら
の
広
州
に
お
け
る
国
会
は
政
治
的
に
意
味
の
あ
る
活
動
を
ほ
と
ん
ど
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

第
四
章
　
結
　
語

　
第
二
次
広
州
政
権
の
も
と
に
設
置
さ
れ
た
様
々
な
レ
ベ
ル
の
民
意
代
表
機
関
の
な
か
で
、
国
会
は
最
も
地
域
社
会
の
支
持
を
受
け

て
い
な
か
っ
た
。
広
東
省
民
に
と
っ
て
は
、
貴
重
な
税
収
を
浪
費
す
る
外
来
機
関
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
国
会
は
他
省
か
ら
招
来
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

れ
た
客
軍
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
省
民
の
多
く
は
、
第
一
次
広
州
政
権
の
時
よ
り
「
苛
掲
悪
税
」
が
増
加
し
て
い
る
と
感
じ
て
い
た
。

　
一
方
、
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
欧
米
日
と
の
間
の
関
税
余
剰
金
分
配
間
題
や
太
平
洋
会
議
へ
の
代
表
派
遣
問
題
な
ど
、
広
州

政
権
の
取
り
組
ん
で
い
た
国
際
問
題
の
解
決
に
向
け
て
は
、
広
州
に
お
け
る
国
会
の
存
在
は
重
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
マ
カ
オ
を

め
ぐ
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
共
和
国
と
の
交
渉
に
つ
い
て
は
国
会
は
ほ
と
ん
ど
関
わ
っ
て
い
な
い
。

　
北
京
政
権
と
中
央
政
府
と
し
て
の
正
統
性
を
争
う
意
味
で
は
、
広
州
政
権
に
と
っ
て
国
会
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
連
省
自
治
の
立
場
か
ら
は
、
国
会
は
も
と
よ
り
必
要
不
可
欠
の
存
在
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
省
自
治
推
進
論
者
に
と

っ
て
は
、
広
東
省
議
会
に
よ
る
法
的
正
統
性
確
保
（
そ
れ
は
広
東
省
憲
法
制
定
の
動
き
に
具
体
的
に
現
れ
て
い
た
）
の
方
が
大
事
で
あ

っ
た
。

　
第
二
次
広
州
政
権
下
で
広
州
市
、
広
東
省
内
各
県
そ
し
て
広
東
省
の
代
議
制
度
・
自
治
制
度
が
実
際
に
整
備
さ
れ
て
く
る
と
、
国

会
の
役
割
は
相
対
的
に
低
下
し
て
い
っ
た
。
国
会
議
員
の
多
く
は
広
東
一
省
の
地
方
政
治
制
度
改
革
に
は
興
味
が
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
広
東
省
に
と
っ
て
は
、
国
会
の
経
費
を
負
担
し
続
け
る
こ
と
も
困
難
で
あ
っ
た
。
一
九
二
二
年
の
広
東
省
署
予
算
で
は
、
支
出
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（
悩
）

は
収
入
の
三
倍
に
近
づ
い
て
い
た
。
ま
た
、
ほ
ぽ
一
〇
年
に
わ
た
っ
て
改
選
さ
れ
な
か
っ
た
旧
国
会
は
市
民
の
支
持
を
得
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
総
じ
て
言
え
ば
、
広
州
に
お
れ
る
国
会
は
地
域
の
政
治
改
革
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
無
か
っ
た
し
、
連
省
自
治
論
へ
の

反
対
を
通
し
て
そ
の
妨
げ
に
さ
え
な
っ
て
い
た
。
広
東
省
民
に
と
っ
て
は
国
会
が
広
州
に
所
在
す
る
と
い
う
擬
似
中
央
化
に
よ
っ
て
、

財
政
負
担
が
増
え
、
他
省
か
ら
の
攻
撃
を
受
け
や
す
く
な
る
と
い
う
、
欠
点
ば
か
り
が
意
識
さ
れ
て
い
た
。
国
会
議
員
の
多
く
も

「
生
活
問
題
」
を
抱
え
て
お
り
、
政
治
的
的
立
場
よ
り
も
ど
こ
で
誰
か
ら
歳
費
が
支
給
さ
れ
る
か
に
関
心
が
あ
っ
た
。
国
会
は
広
州

に
寄
生
し
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
広
州
へ
の
国
会
の
避
難
の
意
味
は
、
一
九
二
二
年
に
北
京
に
お
い
て
旧
国
会
が
再
開
さ
れ
る
ま
で

国
会
を
ま
が
り
な
り
に
も
存
在
さ
せ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

広州における国会

（
1
）
　
本
稿
に
お
け
る
広
州
政
権
（
南
方
政
権
）
の
名
称
は
次
の
通
り
。

第
一
次
広
州
政
権
　
一
九
一
七
年
九
月
か
ら
二
〇
年
一
〇
月
ま
で

第
二
次
広
州
政
権
　
一
九
二
〇
年
二
月
か
ら
二
三
年
一
月
ま
で

第
三
次
広
州
政
権
　
一
九
二
三
年
一
月
か
ら
二
六
年
一
二
月
ま
で

　
　
尚
、
深
町
英
夫
に
よ
る
時
期
区
分
は
次
の
通
り
。

初
期
軍
政
府
　
一
九
一
七
年
九
月
か
ら
一
八
年
五
月
ま
で

改
組
軍
政
府
　
一
九
一
八
年
五
月
か
ら
二
〇
年
一
〇
月
ま
で

継
続
軍
政
府
　
一
九
二
〇
年
一
一
月
か
ら
二
一
年
五
月
ま
で

正
式
政
府
　
一
九
二
一
年
五
月
か
ら
二
二
年
六
月
ま
で

陸
海
軍
大
元
帥
大
本
営
　
一
九
二
一
年
二
一
月
か
ら
二
二
年
六
月
ま
で

　
　
　
紹
関
）

再
建
陸
海
軍
大
元
帥
大
本
営
　
一
九
二
三
年
三
月
か
ら
二
五
年
六
月
ま
で
（
「
正
式
政
府
」
と
併
置
。
は
じ
め
広
西
省
桂
林
、
の
ち
広
東
省

（
は
じ
め
広
州
、
の
ち
紹
関
）
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国
民
政
府
　
一
九
二
五
年
七
月
か
ら
二
六
年
一
二
月
ま
で

　
　
（
深
町
英
夫
『
近
代
中
国
に
お
け
る
政
党
・
社
会
・
国
家
－
中
国
国
民
党
の
形
成
過
程
1
』
、
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
九
九
年
。
）

　
　
深
町
説
は
、
政
権
の
成
立
事
情
と
中
華
民
国
中
央
政
府
（
ま
た
は
臨
時
の
革
命
軍
事
政
権
）
と
し
て
の
法
的
な
性
格
を
重
視
し
た
名
付

　
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
稿
で
は
広
州
及
び
そ
の
周
辺
地
域
に
お
け
る
実
際
の
政
治
権
力
の
存
在
に
着
目
し
て
い
る
。

（
2
）
　
中
華
民
国
国
会
に
つ
い
て
の
最
近
の
研
究
に
次
の
も
の
が
あ
る
。
味
岡
徹
「
民
国
国
会
と
北
京
政
変
」
、
中
央
大
学
人
文
科
学
研
究

所
編
『
民
国
前
期
中
国
と
東
ア
ジ
ア
の
変
動
』
、
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
九
九
年
、
二
九
三
～
三
四
一
頁
。

（
3
）
　
中
山
大
学
歴
史
系
孫
中
山
研
究
所
・
広
東
省
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
・
中
国
社
会
科
学
院
近
代
史
研
究
所
中
華
民
国
史
研
究
室
合

編
『
孫
中
山
全
集
』
第
五
巻
、
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
、
四
三
一
頁
。

（
4
）
　
『
農
報
』
一
九
二
〇
年
二
月
九
日
。

（
5
）
　
『
農
報
』
一
九
二
〇
年
六
月
二
四
日
。
高
子
厚
口
述
、
李
明
整
理
「
広
州
非
常
国
会
片
断
」
、
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
全
国
委
員

会
・
広
東
省
委
員
会
・
広
州
市
委
員
会
文
史
資
料
研
究
委
員
会
編
『
孫
中
山
三
次
在
広
東
建
立
政
権
』
、
北
京
、
中
国
文
史
出
版
社
、
一

九
八
六
年
、
一
六
七
頁
。

　　 ハ　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 ハ16　15　14　13　12　11　10　9　　8　　7　　6
）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

一
九
二
〇
年
七
月
一
日
。

一
九
二
〇
年
七
月
一
七
日
。

一
九
二
〇
年
七
月
一
七
日
。

一
九
二
〇
年
八
月
二
五
日
。

一
九
二
〇
年
九
月
一
〇
日
。

一
九
二
〇
年
九
月
一
四
日
。

一
九
二
〇
年
九
月
二
五
日
。

一
九
二
〇
年
九
月
二
三
日
。

一
九
二
〇
年
一
〇
月
二
日
。

一
九
二
〇
年
一
〇
月
四
日
。

一
九
二
〇
年
一
一
月
四
日
。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　　　　　　　　ハ　　　　　　　　　ハ　　　　ハ　　　　　　　　　ハ

31　30　29　28　27　26　25　24　23　22　21　20　19　18　17
）　　　　　）　　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　　）　　　　）

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

陳
錫
棋
主
編

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

　
一
九
八
四
年
、

（
32
）

（
3
3
）

（
34
）

（
3
5
）政

府
」
、

（
36
）

（
3
7
）

一
九
二
〇
年
三
月
六
日
。

一
九
二
〇
年
二
月
六
日
。

一
九
二
〇
年
一
一
月
一
二
日
。

一
九
二
〇
年
一
一
月
二
二
日
。

『
孫
中
山
年
譜
長
編
』
下
冊
、
北
京
、

一
九
二
〇
年
二
月
二
五
日
。

一
九
二
〇
年
一
二
月
四
日
。

一
九
二
〇
年
二
一
月
九
日
。

一
九
二
〇
年
一
二
月
一
五
日
。

一
九
二
〇
年
二
一
月
一
七
日
。

一
九
二
一
年
一
月
五
日
。

一
九
一
二
年
一
月
一
〇
日
。

一
九
二
一
年
一
月
四
日
。

一
九
一
二
年
一
月
五
日
。

中
華
書
局
、
一
九
九
〇
年
、
二
一
三
〇
頁
。

中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
広
東
省
広
州
市
委
員
会
文
史
資
料
研
究
委
員
会
編
『
広
州
百
年
大
事
記
』
上
、
広
州
、
広
東
人
民
出
版
社
、

　
　
　
　
二
一
八
頁
。
及
び
、
『
華
字
日
報
』
一
九
二
】
年
】
月
一
〇
日
。

『
華
字
日
報
』
一
九
一
二
年
一
月
二
二
日
。

『
華
字
日
報
』
一
九
二
一
年
一
月
二
二
日
。

『
華
字
日
報
』
一
九
一
二
年
一
月
一
五
日
。

山
今
春
燈
が
主
席
総
裁
を
し
て
い
た
改
組
後
の
第
一
次
広
州
政
権
（
第
一
次
広
州
政
権
第
二
期
、
す
な
わ
ち
深
町
英
夫
説
の
「
改
組
軍

　
　
一
九
一
八
年
五
月
か
ら
二
〇
年
一
〇
月
）
の
こ
と
。

『
華
字
日
報
』
一
九
二
一
年
一
月
一
五
日
。

佐
藤
三
郎
・
井
上
一
葉
編
『
民
初
議
員
列
伝
　
附
民
初
政
党
及
議
会
史
』
、
台
北
、
天
一
出
版
社
、
一
九
七
五
年
（
初
版
、
北
京
写
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真
通
信
社
、

ハ　　　ハ　　　　　　　ハ　　　　　　　　　　　　

44　43　42　41　40　39　38
）　　）　　　）　　）　　　）　　　）　　　）『
華
字
日
報
』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　　　　　　　　　ハ　　　　　　　　　　

53　52　51　50　49　48　47　46　45
）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）

　
　
　
一
九
一
六
年
、
の
再
版
）
。

『
華
字
日
報
』
一
九
二
一
年
一
月
二
一
日
。

『
華
字
日
報
』
一
九
二
一
年
二
月
一
四
日
。

例
え
ば
、
省
議
会
議
員
林
正
燈
ら
の
発
言
。
（
『
華
字
日
報
』
一
九
二
一
年
二
月
一
八
日
）

『
華
字
日
報
』
一
九
二
一
年
二
月
一
九
日
。

前
掲
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
広
東
省
広
州
市
委
員
会
文
史
資
料
研
究
委
員
会
編
『
広
州
百
年
大
事
記
』

李
達
嘉
『
民
国
初
年
的
聯
省
自
治
運
動
』
、
台
北
、
弘
文
館
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
一
四
三
頁
。

前
掲
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
広
東
省
広
州
市
委
員
会
文
史
資
料
研
究
委
員
会
編
『
広
州
百
年
大
事
記
』

　
　
　
　
一
九
二
一
年
三
月
一
八
日
。

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
順
天
時
報
』

『
華
字
日
報
』

拙
稿

　
ア
発
展
研
究
』

（
54
）
　
拙
稿

発
展
研
究
』

　
二
一
年
1
」
、

（
5
5
）
　
↓
ω
一
P

「
第
二
次
広
州
政
府
期

　
第
二
号
、

「
第
二
次
広
州
政
府
期
の
広
州
市
政
－
特
に

第
｝
号
、

　
ア
ジ
ア
政
経
学
会

一
≦
一
〇
『
餌
巴
’

上
、
二
二
二
頁
。

上
、
↓
二
一
三
頁
Q
及
び
、

一
九
一
二
年
三
月
一
九
日
。

一
九
二
一
年
三
月
一
二
日
。

一
九
二
↓
年
三
月
二
二
日
。

一
九
二
一
年
三
月
二
八
日
。

一
九
二
一
年
三
月
二
八
日
Q

一
九
二
一
年
三
月
二
九
日
。

一
九
一
二
年
四
月
五
日
。
李
達
嘉
前
掲
書
、
一
四
四
頁
、
。

↓
九
二
一
年
三
月
二
九
日
。

　
　
　
　
　
　
（
一
九
二
〇
～
二
二
年
）
の
広
東
省
議
会
と
広
東
省
憲
法
」
、
国
際
大
学
ア
ジ
ア
発
展
研
究
所
『
ア
ジ

　
　
一
九
九
四
年
、
一
七
七
～
一
九
一
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
国
際
大
学
ア
ジ
ア
発
展
研
究
所
『
ア
ジ
ア

　
一
九
九
二
年
、
九
三
～
一
〇
九
頁
。
拙
稿
「
広
東
省
に
お
け
る
自
治
要
求
運
動
と
県
長
民
選
ー
一
九
二
〇
～
一
九

　
　
　
　
　
『
ア
ジ
ア
研
究
』
三
八
巻
三
号
、
一
九
九
二
年
、
七
三
～
一
〇
五
頁
。

　
≧
ミ
ご
§
O
ミ
鳴
§
亀
ミ
魯
匙
§
織
ミ
◎
駄
ミ
ミ
身
き
O
ミ
ミ
鞘
O
亀
ミ
o
§
鋸
ミ
ー
這
鳴
、
●
oo
9
三
〇
こ
一
ω
侍
餌
三
〇
巳

一
九
二
一
年
の
改
革
に
つ
い
て
ー
」
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¢
巳
く
o
お
一
身
℃
お
ω
9
一
8
P
O
P
鴇
－
臼
．

（
5
6
）
　
李
達
嘉
前
掲
書
、
一
四
四
頁
。

（
5
7
）
　
『
順
天
時
報
』
一
九
二
一
年
四
月
一
〇
日
。
前
掲
高
子
厚
口
述
、
李
明
整
理
「
広
州
非
常
国
会
片
断
」
、
『
孫
中
山
三
次
在
広
東
建
立

　
政
権
』
、
一
七
〇
頁
。

（
5
8
）
　
前
掲
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
広
東
省
広
州
市
委
員
会
文
史
資
料
研
究
委
員
会
編
『
広
州
百
年
大
事
記
』
上
、
二
二
四
頁
。
『
華
字

　
日
報
』
一
九
二
一
年
四
月
九
日
。

（
5
9
）
　
『
順
天
時
報
』

（
60
）
　
『
華
字
日
報
』

（
61
）
　
『
華
字
日
報
』

（
6
2
）
　
『
華
字
日
報
』

（
6
3
）
　
『
華
字
日
報
』

（
64
）
　
『
華
字
日
報
』

（
6
5
）
　
『
華
字
日
報
』

（
6
6
）
　
『
華
字
日
報
』

（
6
7
）
　
『
華
字
日
報
』

（
6
8
）

（
6
9
）
　
『
華
字
日
報
』

（
7
0
）
　
『
華
字
日
報
』

（
71
）
　
馬
湘

　
研
究
委
員
会
編

（
72
）
　
『
華
字
日
報
』

（
7
3
）
　
『
華
字
日
報
』

（
74
）
　
『
華
字
日
報
』

李
達
嘉
前
掲
書
、

「
眼
随
孫
中
山
先
生
的
回
憶
」
、

　
一
九
一
二
年
四
月
一
三
日
。

　
一
九
二
一
年
四
月
一
二
日
。

　
一
九
一
二
年
四
月
二
一
日
。

　
一
九
二
一
年
四
月
一
三
日
。

　
一
九
二
一
年
四
月
一
四
日
。

　
一
九
二
一
年
五
月
二
日
。

　
一
九
二
一
年
四
月
二
一
日
。

　
一
九
二
一
年
四
月
二
六
日
。

　
一
九
二
一
年
五
月
二
日
。

　
　
一
六
〇
頁
。

　
一
九
二
一
年
五
月
五
日
。

　
一
九
一
二
年
五
月
六
日
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
掲
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
全
国
委
員
会
・
広
東
省
委
員
会
・
広
州
市
委
員
会
文
史
資
料

『
孫
中
山
三
次
在
広
東
建
立
政
権
』
、
一
〇
四
頁
。

　
一
九
二
一
年
五
月
七
日
。

　
一
九
二
一
年
五
月
一
一
日
。

　
一
九
一
二
年
五
月
一
四
日
。
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『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

李
達
嘉
前
掲
書
、

『
順
天
時
報
』

前
掲
拙
稿

　
一
九
一
二
年
五
月
二
〇
日
。

　
一
九
二
一
年
六
月
一
〇
日
。

　
一
九
二
一
年
八
月
六
日
。
こ
の
時
期
、
林
森
は
非
常
会
議
議
長
を
実
質
的
に
務
め
て
い
た
。

　
一
九
二
一
年
八
月
一
二
日
。

　
一
九
二
一
年
九
月
三
日
。

　
一
九
一
二
年
八
月
一
二
日
。
前
掲
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
広
東
省
広
州
市
委
員
会
文
史
資
料
研
究
委
員
会
編

/
/
/
/
/
/
/
上
、
二
三
二
～
二
三
三
頁
。

　
　
一
六
二
頁
。

　
一
九
二
一
年
七
月
二
五
日
。
『
華
字
日
報
』
一
九
一
二
年
八
月
二
二
日
。

「
第
二
次
広
州
政
府
期
（
一
九
二
〇
～
二
二
年
）
の
広
東
省
議
会
と
広
東
省
憲
法
」
、
一
七
七
～
一
九
一
頁
。

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

拙
稿

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

　
　
「
第
二
次
広
州
政
権
と
マ
カ
オ
問
題
」
、

三
三
～
六
一
頁
。

塑並抽O恥鎚抽匹
＝君二ご二：二：　政二二二二二：二二

奪韓年年管年年年年年年
一一一・一一　　九一九八九八
月月月一〇男月O月旦月星
一七七月月　オニ月二二一＝

宣胆鯖壁略塁砺
同　　　”　 。達一　　　同　慶　　嘉
四　　　一　鷹　　前
日　　　四　義　　掲
o　　　日　塾　　書
　　　　○　大　　

’

　　　　　学　　一
　　　　　大　　六
　　　　　学　　二
　　　　　院　　頁
　　　　　法　　

o

　　　　　学
　　　　　研
　　　　　究
　　　　　科

『
広

『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
三
三
号
、
一
九
九
七

450



　　 ハ　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　104　103　102　101　100　99　98　97　96
）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

『
華
字
日
報
』

例
え
ば
、

『
華
字
日
報
』

九九九九九九

年年年年年年
七七七一一一一
月月月月月月

九二日〇六九
日日’日日日
O。同Q。Q

一
日
Q

　
　
　
北
京
大
学
学
長
察
元
培
や
同
大
学
図
書
館
主
任
李
大
釧
な
ど
。
味
岡
徹
前
掲
論
文
、

　
　
　
　
　
一
九
二
一
年
二
月
一
日
。

李
達
嘉
前
掲
書
、
一
五
九
頁
。

二
九
九
頁
。

広州における国会
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